
１０ 初雁地区地区整備計画区域 

ア イ ウ エ オ カ キ ク 

計

画

地

区

の

区

分 

建築物の用途の制限 建築物の

容積率 

建築

物の

建蔽

率の

最高

限度 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

壁面の位置の制限 垣又は柵の

構造の制限 

建築物

等の高

さの最

高限度 

最

高

限

度 

最

低

限

度 

外壁等の面

からの距離 

適用除外

の建築物

等 

流

通

・業

務

地

区 

次に掲げる建築物以

外の建築物は、建築し

てはならない。 

１ 倉庫 

２ 事務所 

３ 工場 

４ 前３号の建築物に

附属するもの 

５ 市長が公益上必要

と認めるもの 

― ― ― ７，０００

平方メート

ル 

当該敷地が

接する道路

（１号壁面

線の部分に

限る。）の

境界線まで

の距離９メ

ートル 

― １ 生垣 

２ 透視可

能なフェ

ンス等

（敷地地

盤面から

の高さが

０．５メ

ートル以

下の基礎

を含む。）

で、敷地

地盤面か

らの高さ

が２メー

トル以下

のもの 

２５メ

ートル 

IC

関

連

地

区 

次に掲げる建築物以

外の建築物は、建築し

てはならない。 

１ 高速道路等の道路

に関連する施設 

２ 前号の建築物に附

属するもの 

― ― ― ― ― ― ― ― 

神

社

地

区 

次に掲げる建築物以

外の建築物は、建築し

てはならない。 

１ 神社 

２ 集会所 

― ― ― ― ― ― ― ― 



３ 前２号の建築物に

附属するもの 

沿

道

地

区 

次に掲げる建築物以

外の建築物は、建築し

てはならない。 

１ 倉庫 

２ 事務所 

３ 工場 

４ 店舗、展示場その

他これらに類する用

途に供する建築物で

その用途に供する部

分の床面積の合計が

３，０００平方メー

トル以内のもの 

５ 前各号の建築物に

附属するもの 

６ 市長が公益上必要

と認めるもの 

― ― ― １，０００

平方メート

ル 

― ― ― ２５メ

ートル 

産

業

地

区 

次に掲げる建築物又

はその建築物に附属す

るもので当該地区整備

計画区域の土地利用に

支障がないと市長が認

めるもの以外の建築物

は、建築してはならな

い。 

１ 倉庫 

２ 事務所 

３ 工場 

４ 店舗 

５ 公益上必要なもの 

― ― ― １，０００

平方メート

ル 

― ― ― ２５メ

ートル 

 

 


